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令和４年度北名古屋市下水道事業会計予算

（総則）

第１条 令和４年度北名古屋市下水道事業会計予算は、次に定めるところによ

る。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

⑴ 年間総排水量 ３，７７０，０００㎥

⑵ １日平均排水量 １０，３２９㎥

⑶ 接続戸数 １５，８５５戸

⑷ 水洗化人口 ３５，９０７人

⑸ 主要な建設改良工事

施設整備工事（汚水） ８４１，０００千円

公共汚水ます設置工事 １１７，７５０千円

路面復旧（汚水） ２４４，５００千円

流域下水道建設事業費負担金 ４７，９３３千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 下水道事業収益 １，５０９，０４５千円

第１項 営業収益 ５９７，４９９千円

第２項 営業外収益 ９１１，５４４千円

第３項 特別利益 ２千円

支 出

第１款 下水道事業費用 １，４３３，０８２千円

第１項 営業費用 １，２５２，６８５千円

第２項 営業外費用 １７９，３９５千円

第３項 特別損失 ２千円

第４項 予備費 １，０００千円
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（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額４２３，８７０千円は過年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額７，１００千円、当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額６９，６５３千円、過年度分損益勘定留保資金３４７，

１１７千円で補てんするものとする。）

収 入

第１款 資本的収入 １，５６８，２３３千円

第１項 企業債 ８５０，６００千円

第２項 出資金 １７１，３３４千円

第３項 負担金 ８１，５３６千円

第４項 補助金 ４６４，７６３千円

支 出

第１款 資本的支出 １，９９２，１０３千円

第１項 建設改良費 １，５０５，２９９千円

第２項 企業債償還金 ４８６，８０４千円

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお

りと定める。

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

公共下水道

事 業 千円

普通貸借

又は

証券発行

％以内

（ただし、利率見直し方式

で借り入れる政府資金、地

方公共団体金融機構資金

及び銀行等引受資金につ

いて、利率の見直しを行っ

た後においては、当該利率

見直し後の利率）

政府資金については、その

融資条件により、銀行その

他の場合にはその債権者

と協定するものによる。た

だし、市財政の都合により

据置期間及び償還期限を

短縮し、又は繰上償還もし

くは低利に借換えするこ

とができる。

流域下水道

事 業 千円
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（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額４２３，８７０千円は過年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額７，１００千円、当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額６９，６５３千円、過年度分損益勘定留保資金３４７，

１１７千円で補てんするものとする。）

収 入

第１款 資本的収入 １，５６８，２３３千円

第１項 企業債 ８５０，６００千円

第２項 出資金 １７１，３３４千円

第３項 負担金 ８１，５３６千円

第４項 補助金 ４６４，７６３千円

支 出

第１款 資本的支出 １，９９２，１０３千円

第１項 建設改良費 １，５０５，２９９千円

第２項 企業債償還金 ４８６，８０４千円

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとお

りと定める。

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

公共下水道

事 業 千円

普通貸借

又は

証券発行

％以内

（ただし、利率見直し方式

で借り入れる政府資金、地

方公共団体金融機構資金

及び銀行等引受資金につ

いて、利率の見直しを行っ

た後においては、当該利率

見直し後の利率）

政府資金については、その

融資条件により、銀行その

他の場合にはその債権者

と協定するものによる。た

だし、市財政の都合により

据置期間及び償還期限を

短縮し、又は繰上償還もし

くは低利に借換えするこ

とができる。

流域下水道

事 業 千円

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、５００，０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

のとおりと定める。

⑴ 予定支出の各項の経費及び各項間の経費

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費

の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合

は、議会の議決を経なければならない。

⑴ 職員給与費 ８５，５６７千円

（他会計からの補助金等）

第９条 下水道事業の安定した運営のため、北名古屋市一般会計からこの

会計へ受け入れる補助金等は、８１４，７８０千円である。

令和４年２月２４日提出

北名古屋市長 長 瀬 保
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収入 （単位：千円）

款 項 目 予定額 備　考

1 下水道使用料

2 雨水処理負担金

3 その他の営業収益

1 受取利息及び配当金

2 他会計補助金

3 長期前受金戻入

4 消費税及び地方消費税還付金

5 雑収益

1 過年度損益修正益

2 その他特別利益

支出 （単位：千円）

款 項 目 予定額 備　考

1 管渠費

2 ポンプ場費

3 雨水貯留施設費

4 業務費

5 総係費

6 流域下水道管理費

7 減価償却費

1 支払利息及び企業債取扱諸費

1 過年度損益修正損

2 その他特別損失

1 予備費

令和４年度北名古屋市下水道事業会計予算実施計画

2 営業外費用

4 予備費

1 下水道事業収益

1 営業収益

2 営業外収益

3 特別利益

1 下水道事業費用

1 営業費用

3 特別損失

収益的収入及び支出
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資本的収入及び支出

収入 （単位：千円）

款 項 目 予定額 備　考

1 企業債

1 他会計出資金

1 受益者負担金

2 工事負担金

1 国庫補助金

2 他会計補助金

支出 （単位：千円）

款 項 目 予定額 備　考

1 管路建設改良費

2 ポンプ場建設改良費

3 雨水貯留施設建設改良費

4 流域下水道建設負担金

1 企業債償還金

2 出資金

4 補助金

1 建設改良費

1 資本的支出

2 企業債償還金

1 資本的収入

1 企業債

3 負担金
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資本的収入及び支出

収入 （単位：千円）

款 項 目 予定額 備　考

1 企業債

1 他会計出資金

1 受益者負担金

2 工事負担金

1 国庫補助金

2 他会計補助金

支出 （単位：千円）

款 項 目 予定額 備　考

1 管路建設改良費

2 ポンプ場建設改良費

3 雨水貯留施設建設改良費

4 流域下水道建設負担金

1 企業債償還金

2 出資金

4 補助金

1 建設改良費

1 資本的支出

2 企業債償還金

1 資本的収入

1 企業債

3 負担金

(単位：千円)

△ 396,581
△ 1

△ 11,958

△ 179,395

△ 1,343,702
△ 43,575

△ 884,753

△ 486,804

△ 4,324

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー
　
　　　資金増加額（△は減少）
　　　資金期首残高
　　　資金期末残高

　
３　財務活動によるキャッシュ・フロー
　　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の収入
　　　　建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出
　　　　一般会計からの出資等による収入

　　　　受益者負担金等による収入
　　　　工事負担金等による収入
　　　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　　無形固定資産の取得による支出
　　　　一般会計からの繰入金による収入
　　　　国庫補助金による収入

　
２　投資活動によるキャッシュ・フロー
　　　　有形固定資産の取得による支出

　　　　利息及び配当金の受取額
　　　　利息の支払額
　　　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　　未収金の増減額（△は増加）

　　　　　　小　　計
　　　　未払金の増減額（△は減少）

　　　　長期前受金戻入額
　　　　受取利息及び配当金
　　　　支払利息及び企業債取扱諸費

　　　　賞与等引当金の増減額（△は減少）
　　　　貸倒引当金の増減額（△は減少）

令和４年度北名古屋市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー
　　　　当年度純利益（△は純損失）
　　　　減価償却費
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給　与　費　明　細　書

１　総括

備考　（　）内は、再任用職員について外書き

時 間 外
勤務手当

管 理 職
手　　当

本　年　度

前　年　度

比　　　較

手
当
の
内
訳

区　分

本年度

前年度

比　較

期末・勤勉
手  　　当

扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当

（千円） （千円）（千円） （千円） （千円） （千円）（千円）

給与費

報酬 給料 手当 計

法　定

福利費
合計

区　　　分

（千円） （千円）（人） （人） （千円）（千円）（千円）（千円）

職員数

特別職 一般職

(△1)
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２　給料及び手当の増減額の明細

給料 1 給与改定に

　伴う増減分

手当 1 制度改定に

　伴う増減分

12人12人前 年 度

増 減

扶養手当2 その他の

  増減分

時間外勤務手当

管理職手当

地域手当

住居手当

通勤手当

期末・勤勉手当

計職する

0人 0人

12人12人

2 昇給に伴う

　伴う増加分

3 その他の

  増減分

本 年 度

△ 442 職員数の異動状況異動等に伴う減分等

昇給に伴う増分

増 減 額

（千円） （千円）

職員数

現に在

その他

増 減 事 由 別 内 訳
区分 説 明 備 考
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３　給料及び手当の状況

　⑴　職員１人当たり給与

　⑵　初任給

　⑶　級別職員数

（級別の標準的な職務内容）

令和3年1月1日現在

平 均 給 与 月 額 （円）

令和4年1月1日現在

（円）平 均 給 料 月 額

区 分 行政職

40歳6月

（円）

平 均 年 齢 （歳）

平 均 給 料 月 額 （円）

区 分 行 政 職 （円）

令和3年1月1日現在

平 均 給 与 月 額

平 均 年 齢 （歳）

高校卒

短大卒

大学卒

42歳11月

一 般 会 計 の 制 度

（円）行 政 職

令和4年1月1日現在

（％）

計

区 分
行政職

級 （人）職 員 数 構 成 比

計

区　分

部　　長行政職 次　　長 課　　長 課長補佐

１級５級 ４級 ３級８級 ７級 ６級 ２級

主　　査 主　　任 主　　事 書　　記
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　⑷　昇給

　⑸　特殊勤務手当

　⑹　期末手当、勤勉手当

備考　（　）内は、再任用職員の標準的な支給率

　⑺　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

25年勤続
の者(月分)

定年前早期退職特例措置
あり

一般会計の制度
（支給率等）

支給率等
定年前早期退職特例措置

あり

20年勤続
の者(月分)

支給率計
（月分）

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

支給期別支給率

（円）支 給 対 象 職 員 人 当 た り 平 均 支 給 月 給

代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称

前 年 度

その他の加算措置等区 分

区 分
6月（月分） 12月（月分）

本 年 度

行政職

―

―

―

―

（％）

（％）

給 料 総 額 に 対 す る 比 率

支給対象職員の比率（令和 年 月 日現在）

(人)

（％）

(人)

(人)

(人)

(人)

（％）

(人)

(人)

(人)

(人)

(人)

Ⓑ

職 員 数

昇 給 に 係 る 職 員 数

職 員 数

昇 給 に 係 る 職 員 数

Ⓐ

４号給

区 分

３号給

Ⓑ

Ⓑ／Ⓐ

本

年

度

号 給 数 内 訳

２号給

４号給

６号給

８号給

比 率

３号給 (人)

行政職区 分

６号給

８号給

35年勤続
の者(月分)

最高限度
（月分）

備 考

有

有

有一般会計の制度

備 考

前

年

度

号 給 数 内 訳

２号給 (人)

(人)

(人)

比 率 Ⓑ／Ⓐ

Ⓐ
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　⑻　その他の手当

同じ

一般会計の制度との異同 差異の内容

地 域 手 当

住 居 手 当

同じ

通 勤 手 当

同じ

区 分

扶 養 手 当 同じ
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(単位：千円)

１
⑴

イ
ロ

△ 162,393
ハ

△ 1,477,383

ニ
△ 258,714

ホ
△ 671

ヘ
△ 519

⑵
イ

⑶
イ

２
⑴
⑵

△ 396貸 倒 引 当 金
流 動 資 産 合 計
資 産 合 計

無 形 固 定 資 産
施 設 利 用 権

投 資 そ の 他 の 資 産
出 資 金

無 形 固 定 資 産 合 計

投資その他の資産合計
固 定 資 産 合 計

流 動 資 産
現 金 預 金
未 収 金

減 価 償 却 累 計 額
工 具 、 器 具 及 び 備 品
減 価 償 却 累 計 額

有 形 固 定 資 産 合 計

構 築 物
減 価 償 却 累 計 額
機 械 及 び 装 置
減 価 償 却 累 計 額
車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

令和４年度北名古屋市下水道事業会計予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資　産　の　部

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

土 地
建 物
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３
⑴

イ

４
⑴

イ

⑵
⑶

イ

⑷

５
⑴
⑵ △ 1,154,638

６

７
⑴

イ
ロ
ハ
ニ

⑵
イ

△ 597,551

引 当 金

企 業 債 合 計
未 払 金

利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計

引 当 金 合 計

剰 余 金
資 本 剰 余 金

賞 与 等 引 当 金

流 動 負 債 合 計

資　本　の　部

資 本 金

そ の 他 流 動 負 債

資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

繰 延 収 益
長 期 前 受 金
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額
繰 延 収 益 合 計
負 債 合 計

県 補 助 金
一 般 会 計 補 助 金
そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金
当 年 度 未 処 理 欠 損 金

資 本 剰 余 金 合 計

国 庫 補 助 金

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

負　債　の　部

固 定 負 債 合 計

固 定 負 債
企 業 債

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に

流 動 負 債
企 業 債

充 て る た め の 企 業 債
企 業 債 合 計
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注記

１ 重要な会計方針

⑴ 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数

建物 ３８年

構築物 ２０年～５０年

機械及び装置 １０年～２０年

工具、器具及び備品 ３年～１５年

ロ 無形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数

施設利用権 ４５年

⑵ 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全額を負担することとなっているため、

退職給付引当金は計上しない。

ロ 賞与等引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払に備

えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額

（１２月から３月までの４か月分）を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

⑶ その他会計に関する書類のための基本となる重要事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜経理方式による。

２ 予定貸借対照表等関連

⑴ 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して１年

以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、

１，９０３，０６１千円である。

３ セグメント情報の開示

北名古屋市下水道事業会計は、公共下水道事業の単一セグメントであるため、

記載を省略している。
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(単位：千円)
１ 営　業　収　益
　（１）下水道使用料
　（２）雨水処理負担金
　（３）その他の営業収益

２ 営　業　費　用
　（１）管渠費
　（２）ポンプ場費
　（３）雨水貯留施設費
　（４）業務費
　（５）総係費
　（６）流域下水道管理費
　（７）減価償却費
　　　　営　業　損　失

３ 営　業　外　収　益
　（１）受取利息及び配当金
　（２）他会計補助金
　（３）長期前受金戻入
　（４）雑収益

４ 営　業　外　費　用
　（１）支払利息及び企業債取扱諸費
　（２）雑支出
　　　　経　常　損　失

５ 特　別　利　益
　（１）過年度損益修正益
　（２）その他特別利益

６ 特　別　損　失
　（１）過年度損益修正損
　（２）その他特別損失
　　　　当年度純損失
　　　　前年度繰越欠損金
　　　　当年度未処理欠損金

令和３年度北名古屋市下水道事業会計予定損益計算書
（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）
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(単位：千円)

１
⑴

イ
ロ

△ 107,456
ハ

△ 961,188
ニ

△ 170,338
ホ

△ 460
ヘ

△ 426

⑵
イ

⑶
イ

２
⑴
⑵

△ 260貸 倒 引 当 金
流 動 資 産 合 計
資 産 合 計

無 形 固 定 資 産
施 設 利 用 権

投 資 そ の 他 の 資 産
出 資 金

無 形 固 定 資 産 合 計

投資その他の資産合計
固 定 資 産 合 計

流 動 資 産
現 金 預 金
未 収 金

減 価 償 却 累 計 額
工 具 、 器 具 及 び 備 品
減 価 償 却 累 計 額

有 形 固 定 資 産 合 計

構 築 物
減 価 償 却 累 計 額
機 械 及 び 装 置
減 価 償 却 累 計 額
車 両 運 搬 具

減 価 償 却 累 計 額

令和３年度北名古屋市下水道事業会計予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

資　産　の　部

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

土 地
建 物
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３
⑴

イ

４
⑴

イ

⑵
⑶

イ

⑷

５
⑴
⑵ △ 758,057

６

７
⑴

イ
ロ
ハ
ニ

⑵
イ

△ 600,267

引 当 金

企 業 債 合 計
未 払 金

利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計

引 当 金 合 計

剰 余 金
資 本 剰 余 金

賞 与 等 引 当 金

流 動 負 債 合 計

資　本　の　部

資 本 金

そ の 他 流 動 負 債

資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

繰 延 収 益
長 期 前 受 金
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額
繰 延 収 益 合 計
負 債 合 計

県 補 助 金
一 般 会 計 補 助 金
そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金
当 年 度 未 処 理 欠 損 金

資 本 剰 余 金 合 計

国 庫 補 助 金

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

負　債　の　部

固 定 負 債 合 計

固 定 負 債
企 業 債

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に

流 動 負 債
企 業 債

充 て る た め の 企 業 債
企 業 債 合 計
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注記

１ 重要な会計方針

⑴ 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数

建物 ３８年

構築物 ２０年～５０年

機械及び装置 １０年～２０年

工具、器具及び備品 ３年～１５年

ロ 無形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数

施設利用権 ４５年

⑵ 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全額を負担することとなっているため、

退職給付引当金は計上しない。

ロ 賞与等引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払に備

えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額

（１２月から３月までの４か月分）を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

⑶ その他会計に関する書類のための基本となる重要事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜経理方式による。

２ 予定貸借対照表等関連

⑴ 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して１年

以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、

１，６８３，１５５千円である。

３ セグメント情報の開示

北名古屋市下水道事業会計は、公共下水道事業の単一セグメントであるため、

記載を省略している。
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３ 予算実施計画明細書
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収益的収入

下水道事業収益
営業収益

下水道使用料

雨水処理負担金
その他の営業収益

営業外収益
受取利息及び配当金
他会計補助金
長期前受金戻入

消費税及び地方消費税
還付金
雑収益 △ 50

特別利益 △ 10
過年度損益修正益 △ 10
その他特別利益

収入  

款　　　　項 目

令和４年度北名古屋市下水道

本年度
予定額

前年度
予定額

比較

事業会計予算実施計画明細書

及び支出
（単位：千円）

区 分 金 額

公共下水道使用料 公共下水道使用料
公共下水道使用料（名古屋市請求分）

公共下水道占用料 公共下水道占用料
雨水処理負担金 雨水処理負担金
手数料 指定工事店指定申請手数料
雑収益 雑収益

預金利息 預金利息
一般会計補助金 事業運営補助分
長期前受金戻入 一般会計繰入金長期前受金戻入

受益者負担金長期前受金戻入
工事負担金長期前受金戻入
国庫補助金長期前受金戻入
県補助金長期前受金戻入
受贈財産評価額長期前受金戻入
その他長期前受金戻入

消費税及び地方消費税 消費税及び地方消費税還付金
還付金
雑収益 雑収益

過年度損益修正益 過年度損益修正益
その他特別利益 その他特別利益

説 明
節
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収益的収入

下水道事業収益
営業収益

下水道使用料

雨水処理負担金
その他の営業収益

営業外収益
受取利息及び配当金
他会計補助金
長期前受金戻入

消費税及び地方消費税
還付金
雑収益 △ 50

特別利益 △ 10
過年度損益修正益 △ 10
その他特別利益

収入  

款　　　　項 目

令和４年度北名古屋市下水道

本年度
予定額

前年度
予定額

比較

事業会計予算実施計画明細書

及び支出
（単位：千円）

区 分 金 額

公共下水道使用料 公共下水道使用料
公共下水道使用料（名古屋市請求分）

公共下水道占用料 公共下水道占用料
雨水処理負担金 雨水処理負担金
手数料 指定工事店指定申請手数料
雑収益 雑収益

預金利息 預金利息
一般会計補助金 事業運営補助分
長期前受金戻入 一般会計繰入金長期前受金戻入

受益者負担金長期前受金戻入
工事負担金長期前受金戻入
国庫補助金長期前受金戻入
県補助金長期前受金戻入
受贈財産評価額長期前受金戻入
その他長期前受金戻入

消費税及び地方消費税 消費税及び地方消費税還付金
還付金
雑収益 雑収益

過年度損益修正益 過年度損益修正益
その他特別利益 その他特別利益

説 明
節
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下水道事業費用
営業費用

管渠費 △ 1,351

ポンプ場費 △ 240

雨水貯留施設費
業務費

総係費 △ 3,423

支出 

款　　　　項 目
本年度
予定額

前年度
予定額

比較
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下水道事業費用
営業費用

管渠費 △ 1,351

ポンプ場費 △ 240

雨水貯留施設費
業務費

総係費 △ 3,423

支出 

款　　　　項 目
本年度
予定額

前年度
予定額

比較

（単位：千円）

区 分 金 額

光熱水費 電気料（汚水）
通信運搬費 電話料（汚水）
委託料 水質調査委託料（汚水）

施設保安業務委託料（汚水）
委託料（雨水）

修繕費 修繕費（汚水）
修繕費（雨水）

材料費 補修原材料費（汚水）
備消品費 消耗品費（雨水）
燃料費 燃料費（雨水）
光熱水費 電気料（雨水）

上下水道料（雨水）
通信運搬費 電話料（雨水）
委託料 ポンプ場施設管理委託料（雨水）

施設保安業務委託料（雨水）
清掃業務委託料（雨水）

手数料 ポンプ場施設法定調査手数料（雨水）
電気供給サービス手数料（雨水）

修繕費 修繕費（雨水）
補修工事（雨水）

保険料 建物共済保険料（雨水）
下水道賠償責任保険料（雨水）

委託料 清掃業務委託料（雨水）
委託料 下水道使用料徴収事務委託金（汚水）
負担金 区域外流入負担金(汚水）

使用料徴収事務負担金（汚水）
給料 一般職給
手当 扶養手当

通勤手当
住居手当
管理職手当
時間外勤務手当
期末・勤勉手当
地域手当

賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額
法定福利費 共済組合負担金
法定福利費引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額
旅費 普通旅費

研修旅費
報償費 報奨金
被服費 作業服
備消品費 消耗品費（汚水）

消耗品費（雨水）

節
説 明
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流域下水道管理費
減価償却費

営業外費用 △ 6,078
支払利息及び企業債取 △ 6,078
扱諸費

特別損失
過年度損益修正損
その他特別損失

予備費
予備費

支出 

款　　　　項 目
本年度
予定額

前年度
予定額

比較

（単位：千円）

区 分 金 額
燃料費 燃料費
印刷製本費 予算・決算書印刷費

その他印刷製本費
通信運搬費 通信回線使用料

郵送料
委託料 公営企業会計システム保守管理委託料

システム保守委託料（汚水）
排水設備管理システム委託料
受益者負担金システム保守委託料
下水道台帳等調査委託料（汚水）
排水設備現場検査委託料
その他委託料

手数料 自動車点検手数料
口座振替手数料
預金照会手数料
計量器定期点検手数料

賃借料 電子計算機賃借料
システム使用料（汚水）
システム使用料（雨水）
システム使用料（その他）

修繕費 修繕費
研修費 下水道関係研修（汚水）
負担金 日本下水道協会（汚水）

流域下水道推進協議会（汚水）
水洗便所改造資金利子（普及）
浄化槽雨水貯留施設転用費
その他負担金

保険料 自動車損害保険料
下水道自賠責保険料

公課費 自動車重量税（汚水）
印紙代

貸倒引当金繰入額 貸倒引当金繰入額
流域下水道維持管理負担金 流域下水道維持管理費（流域）
有形固定資産減価償却費 有形固定資産減価償却費
無形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費

企業債利息 下水道事業債
流域下水道事業債

一時借入金利息 一時借入金利息

過年度損益修正損 過年度損益修正損
その他特別損失 その他特別損失

予備費 予備費

節
説 明
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流域下水道管理費
減価償却費

営業外費用 △ 6,078
支払利息及び企業債取 △ 6,078
扱諸費

特別損失
過年度損益修正損
その他特別損失

予備費
予備費

支出 

款　　　　項 目
本年度
予定額

前年度
予定額

比較

（単位：千円）

区 分 金 額
燃料費 燃料費
印刷製本費 予算・決算書印刷費

その他印刷製本費
通信運搬費 通信回線使用料

郵送料
委託料 公営企業会計システム保守管理委託料

システム保守委託料（汚水）
排水設備管理システム委託料
受益者負担金システム保守委託料
下水道台帳等調査委託料（汚水）
排水設備現場検査委託料
その他委託料

手数料 自動車点検手数料
口座振替手数料
預金照会手数料
計量器定期点検手数料

賃借料 電子計算機賃借料
システム使用料（汚水）
システム使用料（雨水）
システム使用料（その他）

修繕費 修繕費
研修費 下水道関係研修（汚水）
負担金 日本下水道協会（汚水）

流域下水道推進協議会（汚水）
水洗便所改造資金利子（普及）
浄化槽雨水貯留施設転用費
その他負担金

保険料 自動車損害保険料
下水道自賠責保険料

公課費 自動車重量税（汚水）
印紙代

貸倒引当金繰入額 貸倒引当金繰入額
流域下水道維持管理負担金 流域下水道維持管理費（流域）
有形固定資産減価償却費 有形固定資産減価償却費
無形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費

企業債利息 下水道事業債
流域下水道事業債

一時借入金利息 一時借入金利息

過年度損益修正損 過年度損益修正損
その他特別損失 その他特別損失

予備費 予備費

節
説 明
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資本的収入

資本的収入
企業債

企業債

出資金 △ 53,639
他会計出資金 △ 53,639

負担金
受益者負担金 △ 7,177

工事負担金
補助金

国庫補助金
他会計補助金

収入  

款　　　　項 目
本年度
予定額

前年度
予定額

比較

及び支出

（単位：千円）

区 分 金 額

下水道事業債 下水道事業債
流域下水道事業債 流域下水道事業債

一般会計出資金 一般会計出資金

受益者負担金 受益者負担金
受益者分担金

工事負担金 （汚水）工事負担金

国庫補助金 社会資本整備総合交付金
一般会計補助金 一般会計補助金

節
説 明
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資本的収入

資本的収入
企業債

企業債

出資金 △ 53,639
他会計出資金 △ 53,639

負担金
受益者負担金 △ 7,177

工事負担金
補助金

国庫補助金
他会計補助金

収入  

款　　　　項 目
本年度
予定額

前年度
予定額

比較

及び支出

（単位：千円）

区 分 金 額

下水道事業債 下水道事業債
流域下水道事業債 流域下水道事業債

一般会計出資金 一般会計出資金

受益者負担金 受益者負担金
受益者分担金

工事負担金 （汚水）工事負担金

国庫補助金 社会資本整備総合交付金
一般会計補助金 一般会計補助金

節
説 明
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資本的支出
建設改良費

１ 管路建設改良費

ポンプ場建設改良費 △ 1,750

雨水貯留施設建設改良
費
流域下水道建設負担金 △ 18,644

企業債償還金
企業債償還金

支出 

款　　　　項 目
本年度
予定額

前年度
予定額

比較
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資本的支出
建設改良費

１ 管路建設改良費

ポンプ場建設改良費 △ 1,750

雨水貯留施設建設改良
費
流域下水道建設負担金 △ 18,644

企業債償還金
企業債償還金

支出 

款　　　　項 目
本年度
予定額

前年度
予定額

比較

（単位：千円）

区 分 金 額

給料 一般職給
手当 扶養手当

通勤手当
住居手当
管理職手当
時間外勤務手当
期末・勤勉手当
地域手当

法定福利費 共済組合負担金
委託料 地下埋設物調査委託料（汚水）

調査測量設計委託料（汚水）
公共汚水ます等申請回収委託料（汚水）

工事請負費 施設整備工事（汚水）
公共汚水ます設置工事（汚水）

路面復旧費 路面復旧費（汚水）
補償費 占用物移転補償金（汚水）

占用物移転補償金（雨水）
給料 一般職給
手当 扶養手当

通勤手当
時間外勤務手当
期末・勤勉手当
地域手当

法定福利費 共済組合負担金
委託料 調査設計費（雨水）

流域下水道建設負担金 流域下水道建設負担金

企業債償還金 下水道事業債
流域下水道事業債
その他の企業債

節
説 明
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